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Tomonobu UTSUO 

問題と自的

平成12年12丹の教育課程審議会答申と平成13年4月の文部科学省通知文で明らかになった小・中学校

の新指導要録では、「各教科の学習の記録j の iII評定j 欄における評価方法が、従来の絶対評価を加味

した杷対評価(集団に準拠した評価)から絶対評価(自擦に準拠した評価)に変更された。これにより、

全国の小・中学校では、評価規準(評価毘標)の作成と評価基準(判定基準)の設定に関する評価改革作

業を余儀なくされ、さらには、通知表(通信簿)の改訂も多くの学校で行われていると思われる。特に、

住賀県の場合、他の多くの都道府県と同様に、高校入試の調査書で絶対評舗の成績が要求されるようにな

ったため、中学校の通知表で相対評価から絶対評価への変更が行われたであろうことが予想される。

本研究では、指導要録改訂に伴う佐賀県の小・中学校における通知表改訂を含む評価改革作業の実態に

ついて調査をすることを第 1の目的とする。

また、筆者は平成3年の指導要銀改訂に関し、記入前の平成4年7月と記入後の平成6年7月の2回に

宜って、各改訂点についての小・中学校教師の意識を調査したことがある(撫尾、 1993;撫尾、 1996)。

それと同様に、今自の指導要録改訂の各改定点、について、評価改革作業の中心となった教員(教頭、教務

主任、研究主任、等)がどのような意識を持っているのかを調査することを第2の目的とする。

さらに、筆者は過去3田(昭和54年度、平成元年度、平成9年度)に買って、佐賀県の小・中学校にお

ける通知表の実態を調査したことがある(期尾、 1980;撫尾、 1991;撫尾、 1999)。それらの結果と比べ

て、平成14年度の佐賀県小・中学校における通知表の実施形式や観点別評価(到達度評価を含む)の実施

状況がどう変わったのかを調査することが第3の目的である。

方法

1 .調査対象校と調査手続き

佐賀県下の全公立小学校175校及び全公立中学校94校の計269校(分校を除く)に対し、郵送で各校長

宛に平成14年度用の通知表の送付と質問紙への由答を依頼した。質問紙については、評価改革作業の中心
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となった教員(教頭・教務主任・研究主任等のいずれか一人)に回答してもらうよう絞頼した。なお、そ

の様、郵送費については、後日切手で精算する旨を付け加えた。その結果、小学校110校(回答率62.9%)

と中学校56校(回答率57.6%)の計166校より質問紙への@努があった。また、通知表の送付があった

のは、小学校93校(送付率53.1%)と中学校42校(送付率44.7%)であった。

2.質問紙における質問事項

( 1 )評価規準作成の開始日守期と終了時期

(2) 評価規準を作成した教科と評価基準を設定した教科

(3) 通知表の改訂状況と改訂開始年度

(4) 通知表改訂における変更点(以下の6項目)

¢観点加評価の観点を変更(親点変更と略記、以下同様)

②総合評定を相対評価から絶対評価に変更(絶対評価)

③所見の摘を統合し、総合所見の欄を設霞(総合所見)

④総合的な学習の欄を設置(総合学習)

⑤行動に関する項目を変更(行動変更)

@その他の変更

(5)指導要録改訂における各改定点の望ましさ(以下の6項目・ 5段階評定)

①国語の雛点が、 4観点から 5観点に変更になったこと(観点変更と略記、以下同様)

②「評定IIJ欄の評価方法が、相対評価から絶対評価になったこと(絶対評価)

③各部iの「所見」が競止され、 f総合所見及び指導上参考ーとなる諮事現j に統合されたこと(総合

所見)

④「総合的な学習の時間の記録J欄において、「学習活動Jと「観点j を記入し、「評価Jを文京記述す

るようになったこと(総合学習)

⑤ f行動の記録j 欄の項目が変更になったこと(行動変更)

⑥中学校の「進路指導の記録j 繍が廃止されたこと(進路削除)

3. 龍査時期平成15年 7 丹 ~8 月

結果と考察

1 .評価改革作業の実態

( 1 )評価II規準作成の開始時期と終了時期 (Table1、Table2参照)

評価規準作成の検討を開始した時期は、小・ 1=1=1とも平成14年度 1学期が一番多く、小学校では、平成

14年度2学期に開始した学校もかなり多い。検討を終了した時期は、小学校で、は王子成14年度3学期が一

番多く、中学校では平成14年度2学期が一番多い。小・中ともまだ検討中の学校が多く、特に小学校でiま

約半数が検討中である。全体的に、小学校で、の検討が遅れ気味なのは、一人で、何教科も作成しなければな

らないこと、特に小規模校の場合、一人で、全教科について作成しなければならないという事憶が影響して

いるようである。
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謀総主党準作成の終了符期(ヰif立。校)

(2)評価規i容を作成した教科と評価基準を設定した教科 (Table3、Table4参照)

中学校では、ほとんどすべての学校が全教科に亘って評悩焼壌を作成しているが、小学校で、は、全教科

とし寸学校が約7割で、一部教科のみという学校も約3jliUある。これにも、小学校の場合は一人て寸可教科

も作成しなければならない場合が多いという事情が務響しているようである。これが、評鏑基の設定と

なると、 IJ¥. [:いともかなり減少している。とても、そこまで予が国らない学校が多いというのが実情であ

ろう。

(3)通知表の改訂状況と改訂開始年度 (Table5、Table6参J!の

IJ¥・中とも、ほとんどの学校が通知表の改訂を終了しており、その場合、ほとんどの学校が平成 14年

度の通知表からの改訂である。

Table 5 

(単位 e 校)

平成 14年度|平成 15年度

83  I 8 

41  I 8 

1 6 

(4)通知表改訂における変更点 (Table7参照)

小・ 1:1:1とも、通知表改訂が終了した学校のほとんどが評価観点の変更と総合的な学習の欄の設霞という

変更を行っている。それに対し、評定を相対評価fiから絶対評価に変瑳したのは、小学校では約4割である

が、中学校では予定上!通りほとんどすべての学校が変更している。ただ、不思議に思われるのは、 Table9

から分かるように、平成14年度には小学校の9割以上が全学年観点別評価のみの通知表を発行しており、

総合評定を併用している小学校は l割にも満たないにもかかわらず、評定の評獅方法を変更したと 4割の

小学校が回答していることである。仮に、質問紙の回答のみで通知表の送付がなかった小学校17校のすべ

てが総合評定を行っていたとしても、とても 4割には崩かない。この結果を、どう解釈すればいいのだろ

うか。一つの可能性として考えられるのは、@!答者が通知表での変更と指導要録での変更を混同したので

はないかということであるが、こnもはっきりしたことは言えない。
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2.指導要録改訂における各改定点の望ましさに関する意識 (Table8 -1 ~Table 8 -6参照)

第 lに、国語の観点が「表現の能力Ji浬解の能力」を含む4観点から、 f話す・開く能力Ji書く能力j

「読む能力」を含む5観点に変更されたことに対しては、小・中学校ともかなり好意的に評価されている。

特に、小学校では、 85%近くの教師が「非常に望まししリまたは「どちらかというと望まししリと閉答し

ている。新学習指導要領で、音声言語能力の育成が重視されていることから、「話す・聞く能力Jを独立

した観点として評価することが望ましいと考えた教師が多かったからだと思われる。

第2に、 iII評定j の評価方法が相対評価から絶対評倣に変わったことに対しでも、小・中学校ともあ

る程度好意的に評価されているが、小学校で f非常に望まししリと問答した者が多いのに対し、中学校で

は「どちらともいえなしリと回答した者が多い点に、校穣の違いが表れている。やはり、中学校では高校

入試という現実があるために、全箇的に賛成できないと考えた教師が少なくなかったのであろう。

第3に、各 f所見j欄が廃止されて「総合所見及び指導上参考となる諸事項j欄に統合された点に関し

ては、他の変吏点と異なり、小・中学校とも fどちらかというと望ましくなしリと屈答した者が多く、小

学校では、「非常:に望ましくなしリと回答した者も 3名いる。やはり、各欄ごとに所見を記入した方が書

きやすい、あるいは、きめ細かい評価ができると考えた教師が少なからずいたからであろう。

第4に、「総合的な学習の時間の記録j 欄で、各学校で、行った学習活動と各学校で定めた評価の観点を

記入したよで、評価を文章記述するようになったことに対しては、小・中学校とも好意的に評価されてい

る。体験的な活動を重課する総合的な学習においては、数値的な総合評定やABCの観点別評価はなじまな

いと考えられたのであろう。

第5に、 f行動の記録j 欄の評鏑項自の変更に関しては、小・中学校とも fどちらともいえなしリと回

答した者が最も多く、非好意的な問答も少なくない。 f健康・体力の向上Ji生命尊重Ji公徳心Jなどの

項目が加わったことは評価しながらも、「明朗・快活Ji根気強さJi向上心Jなどの項目が無くなったこ

とには問題があると考えた教師が少なくなかったのであろう。

最後に、中学校の f進路指導の記録J欄が廃止されたことに対しては、中学校では「どちらかというと

望まししリ「どちらともいえなしリ「どちらかというと望ましくなしリという出答がし、ずれも約3都であり、

意見が完全に分かれていると言える。その点、小学校の教師にとっては所詮他人事であるので、当然のこ

とながらほとんどが無間答又は「どちらともいえなしリという回答であった。

Table 8 -1 指導要録改定点(綴点変更) 1こ関する望ましさ(単位:校)

非常に望 どちらか ど ちらと どちらか 非常に翠

ましい というと もい えな とし、うと ま し く な メ口弘 雪十

望ましい し、 望ましく し、

ない

小 学校 3 0 6 3 1 5 2 。 1 1 0  

(27.3%) (57.3%) ( 13.6%) ( 1.8%) ( 0.0%) ( 100.0%) 

中学校 1 0 2 7 1 3 2 。 5 2 

( 19.2%) (51.9%) (25.0%) ( 3.8%) ( 00%) ( 100.0%) 

全体 4 0 9 0 2 8 4 。 1 6 2 

(24.7%) ( 55.6%) (17.3%) ( 2.5%) ( 00%) ( 100.0%) 
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Table 8 輔 2 指導要録改定点(絶対評価) Iこ関する望ましさ(単位.校)

非常 lこ望 どちらか ど ち らと どちらか 非常に皇室

ましい とし、うと もいえな とし、うと ましくな と口》、 言十

~ましい し、 望ましく し、

ない

小学 校 2 8 5 6 1 9 6 。 1 0 9  

(25.7%) (51.4%) ( 17.4%) ( 5.5%) ( 0.0%) ( 100.0%) 

中学校 5 2 8 1 7 5 。 5 5 

(9.1%) (50.9%) (30.9%) ( 9.1%) ( 0.0%) ( 100.0%) 

き十 3 3 8 4 3 6 1 1 。 164  

(20.1%) (51.2% ) 22.0%) ( 6.7%) ( 0.0%) ( 100.0%) 

Table 8 -3 指 導 要 害 録 改 定 点 ( 総 合所見)に関する望ましさ(単位。校)

非常 iこ~ どちらか ど ち らと どちらか 非常 iこ祭

ましい とし、うと もいえな とし、うと ま し く な 'El' 言十

望ましい し、 皇室ましく し、

ない

小学 校 1 7 4 5 2 3 2 1 3 1 0 9  

(15.6%) (41.3%) (21.1%) ( 19.3%) ( 2.8%) ( 100.0%) 

中学校 7 2 3 1 3 1 3 。 5 6 

( 12.5%) (41.1%) (23.2%) (23.2%) ( 0.0%) ( 100.0%) 

言十 2 4 6 8 3 6 3 4 3 1 6 5  

( 14.5%) (41.2% ) (21.8%) (20.6%) ( 1.8%) ( 100.0%) 

Table 8 -4 指導婆録改定点(総合学習)に際する望ましさ(単位・校)

非常に禁 どちらか ど ち らと どちらか 非常 iこ努

ましい とし、うと もいえな とし、うと ま し く な メEk3 音十

室主ましい し、 認ましく し、

ない

小学校 2 6 4 6 3 1 7 。 110  

(23.6%) (41.8% ) (28.2%) ( 6.4%) ( 0.0%) ( 100.0%) 

中学校 9 2 6 1 8 3 。 5 6 

(16.1%) (46.4% ) (32.1%) (5.4 %) ( 00%) ( 100.0%) 

言十 3 5 7 2 4 9 1 0 。 1 6 6  

(21.1%) ( 43.4%) (29.5%) ( 6.0%) ( 0.0%) ( 100.0%) 

Table 8 蜘 5 指華客要録改定点(行動変 更) Iこ隠する翠ましさ(単位:校)

非常に望 どちらか どちら と どちらか 非常 iこ笠

ましい とし、うと もいえな とし、うと ま し く な と口〉、 言十

望ましい し、 望ましく し、

ない

小学 校 9 3 1 5 9 1 0 1 1 1 0  

( 8.2%) (28.2%) (53.6%) (9.1%) ( 0.9%) ( 100.0%) 

中学 校 8 1 6 2 5 6 l 5 6 

( 14.3%) (28.6%) (44.6%) ( 10.7%) ( 1.8%) ( 100.0%) 

言十 1 7 4 7 8 4 1 6 2 1 6 6  

( 10.2%) (28.3%) (50.6%) ( 9.6%) ( 1.2%) ( 100.0%) 

Table 8 四 6 指導要録改定点(j袋路削除) Iこ隠する努ましさ(挙佼・校)

非常に望 どちら古、 どちらと どちらか 非常に皇室

ましい とし、うと もいえな とし、うと ましくな A口、 言十

望ましい し、 望ましく し、

ない

小学 校 1 2 2 7 3 。 3 3 

( 3.0%) ( 6.1%) (81.8%) (9.1%) ( 0.0%) ( 100.0%) 

中学校 4 1 9 1 8 1 5 。 5 6 

( 7.1%) (33.9%) (32.1%) (26.8%) ( 0.0%) ( 100.0%) 

言十 5 2 1 4 5 1 8 。 8 9 

( 56%) (23.6%) ( 50.6%) ( 20.2%) ( 0.0%) ( 100.0%) 
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3 通知表の実態

( 1 )小学校における総合評価と観点出評側の実施形式 (Table9参照)

全学年観点男IJ評価のみを実施する小学校が9割を越えている。 昭和541:1'三度と王子成元年度にはさまざまな

実施形式が見られたのであるが、平成9年度には、全学年観点部評価のみという形式と、指導要銀と同じ

形式に 2様化し、しかも、前者の形式が4分の3となっていた。今回は、小学校では観点別評価を重説す

るという傾向がますます強まっていると言える。

Table 9小学校における総合訴悩と綴点別2平俗の実施形式

(B百手054年度、平成元年度、平成 9年度、平成 14年度)

会学年同一形式 学年段階日IJ形式

総合評イ商 緩点別 総合・綾点 依マ義晃保 低観点、 低'併用 低町総合 合計

のみ 言平俗のみ 別{井沼 言語:総合 i迄:併用 高・総合 i議.併用

昭和 54年度 70校 20校 30校 17佼 6 干支 10校 153校

(45.8%) (13.1%) (19.6%) (ll.l %) (39%) (6.5%) (100.0%) 

平成元年度 17校 38校 46校 21佼 21校 7校 150校

(11.3%) (25.3%) (30.7%) (14.0%) ( 14.0%) (4.7%) (100.0%) 

平成 9年皮 101校 33校 134校

(75.4%) (24.6%) (100.0%) 

平成 14年度 86校 7t:交 93校

(92.5%) (7.5 %) (100.0%) 

(2)小学校における観点別評価の実施パターン及び到達度評価の実施状況 (Table10参照)

比較的実施校が多いパターンがC (1・2年共通、 3・4年共通、 5・6年共通)、日(全学年学年ご

と)、 N (1年 1学期用、 l 年 2 ・ 3 学期共通、 2~6年共j麗)、 z (全学年学期こごと)の4パターンであ

る点は、平成9年度と同様で、あり、大きな変化はないと言える。今回新たに現れたパターンは、 o(1・

2年共通、 3・4年共通、 5・6年学年ごと)、 G (1 ・ 2 年共通、 3~6年学年ごと)、 Q (1年学期ご

と、 2年用、 3・4年共通、 5・6年共通)、 Y(全学年 1・3学期共通、 2学期間)の4パターンであ

った。

観点耳目評価の全パターンのうち、学期ごとに観点が異なる到達度評価形式をいずれかの学年で取り入れ

ているのは、 K~Z の各パターンである。これに関して両年度を比較してみると、平成 9年度は88校

(65.7%)であるのに対し、平成14年度は54校 (58.1%)であり、若子減少している。また、全学年到

達度評価形式の通知表を発行しているのはパターンZであるが、これに関しでも、 41校 (30.6%)から

22校 (23.7%)に減少している。

これらのことから、観点部評価を重視する傾向は強まっているものの、これまでの3毘の調査で見られ

た到達度評価の増加{出向は頭打ちの状態又は減少傾向にあると言わざるを得ないであろう。
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一佐賀県の小・中学校における詳細改革作業の実態と通信簿の実態

Tablcl0 小学校における後点別評{拐の災級パターン
(平成 9年度、平成 14年度)

長主点の共通性
全学年共通
1 ・ 2 年共始、 3~6 年共通

い 2年共通、 3・4年共通、 5・6年共通
い 2年共通、 3・4年共通、 5・6年学年ごと
1~3 年学年ゾと、 4~6 匁共通

い 2停学年ごと、 3・4年共通、 5・6年共通
1・2年共通、 3~ 6年学年ゾと
会学年二i二年ごと
i年 l学期なし、 l年 2・3学期共通、 2~ 6停学年ごと
i 年 i 学期なし、 l 年 2 学期 ~2 年共通、 3 ~ 6年学年ごと
i 年 l 学兵号 F号、 l 年 2 学期 ~2 年共通、 3 ~ 6年共通
l 年 l 学期用、 i 年 2 学期 ~2 年共通、 3 ・ 4 学年共通、 5 ・ 6 年共通
i 年 I 学芸耳潟、 l 年 2 学期 ~2 年共通、 3 ~ 6年学年ごと
I年 1学綴F号、 1i手2・3学矧共i岳、 2~ 6年学者三}と
l 年 1 ・ 2 長期学期ごと、 l 年 3 岩手鎖 ~2 年共通、 3 ・ 4 学年共通、 5 ・ 6 年共通

1羽ゾと、 2~ 6年共通
lotj三学期ごと、 2年用、 3・4年共通、 5・6年共i透
1 年学期ごと、 2~6 年学年ごと
1.学学溺ごと、 2~ 5年学年ゾと、 6年学綴ごと
1.2 otj三学期ごと、 3・4年共捕、 5・6otj三共通
1・2年学期ゾと、 3~ 6年学年ごと
1~3 年学期ごと、 4 ~ 6年共通
1~3 年半期ごと、 4 年Jìl、 5 ・ 6 生存共通
1~4 年学期ゾと、 5 ・ 6 年学年ごと

全学年 l・3学期共通、 2学汚H百

会学年半期ごと
不明

合 計

平成 9年度
2校
I 校

1 8校

1校
2 t:交

1 6校
3校
l校
1校
2校
1校

2 1校
1校
2 j交

4 j交
1校
2校
9校
1校
1 {交
1校

4 1 j交
2校

134校

(3) 中学校における総合評{阪と観点別評価の実施形式 (Tablell参照)

i 

平成 14年度
1佼

1 0校
1校

2校
2空交

1 8校
4 j交

3校
2校

1 8校
1校

3 j交

2佼

2校

l校
2 2佼

11'交
9 3校

王子成9年 度に まだ2割近く残っていた総合評価のみとしづ通知表は完全になくなり、すべての中学校が

総合評 価と観点出評価を併用する形式になっている。総 合 評 価 よ り も 観 点 別 評 価 を 重 視 す る 傾 向 は 中 学 校

でも顕著に見られるわけであるが、それでも、観点別評価のみという通知表は今回も皆無であった。高校

Tablel1 中学校における総合評仮と綴点5lrJ評価の実総形式

(平成元年度、平成9年度、平成 14年度)

総合評依i 総合・綾点別 不明 合計

dコ;ヱノム 併用

平成冗年度 59校 24校 lt:交 84校

(70.2%) (28.6%) (1.2%) (100.0%) 

平成9年度 1 3校 6 3校 76校

(17.1%) (82.9%) (100.0%) 

平成 14年度 42t:交 4 2校

(100.0%) (100.0%) 

入試の調査書:で総合評定が求められている以上、たとえそれが格対評価から絶対評価に変わったとしても、

やはり総合評定を無くすわけにはいかないと考えられたのであろう。

(4) 中学校における観点別評価の実施時期 (Table12参照)

観点出評価を行う時期に関しては、平成9年度には学期末のみや2・3学 期 の み と い う 中 学 校 も か な り
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見られたのであるが、今毘は9割以上が毎学期実施している。ここにも、中学校でも観点別評価を重視す

るようになった傾向が国間見える。

(5)中学校における観点別評価の評価観点 (Tablel3参照)

観点別評価を行う場合の評価観点については、平成9年度と今国でほとんど変化は見られない。すなわ

ち、観点として指導要録の語句観点をそのまま用いている中学校も約3割見られたが、 7割近くの中学校

は観点が教育目標(評価目標)そのものである文観点を用いている。しかしながら、小学校の場合と異な

り、学年ごとや学期ごとの観点を用いている中学校は皆無であり、すべての中学校が3学年共通の文観点

又は語句観点を用いていた。

終わりに

本研究では、第 lに、指導要録改訂に伴う各小・中学校における評価改革作業の実態について調査を行

った。その結果、評価規準(評側目標)の作成や評価基準(判定基準)の設定について、作業の進み具合

には学校差があるものの、各学校の苦労の様子を見ることができた。しかし、忘れてはならないことは、

どんなに時間と労力をかけて評価規準の作成と評価基準の設定をしたところで、それだけで客観的な絶対

評価が可能になるわけではないことである。撫尾 (2001)で述べたように、さまざまな方策による評儲

データの蓄績こそが絶対評価の客観化を可能にするものであることを再認識する必要がある。

第2に、指導要録改訂の改定点に関する意識調査を行い、全体的に好意的に評価されていること、小学

校と中学校である寝度意識の違いがあること、などが明らかとなった。ただ、前述した平成3年指導要録

改許に関する意識調査(撫尾、 1993;撫尾、 1996)の自答者は、各年代の教師であったが、今自の意識

調査の回答者は、評価改革作業の中心人物の教師のみであり、ほとんどが教務主任であった。したがって、

各年代の一般教師を回答者とした場合は、結果が異なってくる可能性は否定できない。

第3に、通知表の実態に関しては、小学校は観点別評価のみで、中学校は総合評価と観点別評価の併用

という罰式がより一層はっきりしてきたようである。ただ、最も進んだ形式である到達度評価形式の通知

表が、本県の場合、小学校で頭打ちの{頃向にあり、中学校では未だに全く見られないというのは、些か残

念な気がしないでもない。今後、評価改革作業が一段落したところで、さらなる通知表改善の動きが起こ

ることを期待している。

最後に、今自の実態謂査における回収率は、これまでの調査と比べかなり低いものであった。その原因

がどこにあるのかを考えてみた。一つには、質問紙の賛同事項に答えにくいものがあった、ニつには、予

算削減により前年度の通知表の残部が乏しかった、などが考えられるが、もう一つの原因として、郵送賀'

の精算方法があると忠われる。これまでの調査では、依頼する時にある程度の金額の返信用切手を向封し、

不足分だけを後日切手で精算する方式をとっていた。それが、今田は、すべて後日に切手で精算する方式

にしてしまったために、質問紙や通知表を送付してくれる学校が減ったのではないかと思われる。今回の

調査の反省点、としたい。
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<付記>今回の調査を実施するに当たり、協力していただいた住賀県下の小・中学校並びに回答していた

だし、た先生方に対し、深く感謝致します。なお、本研究の一部は、王子成15年度目本教育大学協会研究集会

(砂大分大学)で発表した。


